
 

畜産高度化支援リース事業業務委託要領の一部改正 
 

改正後 現 行 

畜産高度化支援リース事業業務委託要領 

 

平成２２年 ５月２８日２２環機第４４８号 制  定  

      平成２４年 ９月１４日２４環機第５４９号 一部改正 

      令和  元年  ６月２８日 元環機第２４４号  一部改正 

 

第１～第２ 【略】 

 

第３ 委託業務の相手先 

機構は、第２の業務の全部又は一部を、畜産高度化支援リース事 

  業実施要領第１４の規定に基づき、受託団体及び借受団体又はそ 

の他の法人（以下「受託団体等」という。）に委託して実施するこ 

とができる。 

 

第４～第７ 【略】 

 

 

 

附 則（令和元年７月２９日元農畜機第２６９７号承認） 

    この改正は、独立行政法人農畜産業振興機構理事長の承認のあ

った日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

     畜産高度化支援リース事業業務委託要領 

 

平成２２年 ５月２８日２２環機第４４８号 制  定  

      平成２４年 ９月１４日２４環機第５４９号 一部改正 

 

 

第１～第２ 【略】 

 

第３ 委託業務の相手先 

   機構は、第２の業務の全部又は一部を、畜産高度化支援リース事 

  業実施要領第１５の規定に基づき、受託団体及び借受団体又はそ 

の他の法人（以下「受託団体等」という。）に委託して実施するこ 

とができる。 

 

第４～第７ 【略】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

別紙様式第 1号 

【略】 
 

別紙様式 

【略】 

 

別紙様式第２号 

【略】 

 

 

令和   年  月  日 

 

  【略】 

 

 

 

 

別紙様式第 1号 

  【略】 

 

別紙様式 

【略】 
 

別紙様式第２号 

【略】 

 

 

平成   年  月  日 

 

【略】 

 


